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■
経
済
建
設
分
科
会

問　
国
に
よ
る
中
小
企
業
な
ど
へ
の
実
質
無
利
子
・
無
担
保
の
融
資

制
度
が
あ
る
中
、
市
と
し
て
中
小
企
業
信
用
保
証
料
補
助
金
の
上
限

額
を
引
き
上
げ
る
必
要
性
を
伺
い
ま
す
。

答　
国
の
融
資
制
度
は
貸
出
窓
口
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
市
の
仕
組
み
は
、
国
の
補
正
予
算
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
も
利

用
で
き
、
国
や
県
の
制
度
と
も
併
用
で
き
ま
す
。

問　
売
り
上
げ
が
前
年
同
月
よ
り
20
％
以
上
減
っ
た
こ
と
を
、
中
小

企
業
等
事
業
継
続
支
援
金
（
３
号
補
正
）
の
交
付
条
件
と
し
た
理
由

を
伺
い
ま
す
。

答　
突
発
的
災
害
の
発
生
に
起
因
し
て
売
上
高
が
減
少
し
た
中
小
企

業
を
支
援
す
る
、
中
小
企
業
事
業
資
金
融
資
関
連
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
保
証
制
度
の
認
定
要
件
を
参
考
に
し
ま
し
た
。

問　
中
小
企
業
等
事
業
継
続
支
援
金
（
５
号
補
正
）
の
交
付
対
象
と

す
る
業
種
を
拡
大
し
た
理
由
と
、
制
度
の
周
知
方
法
な
ど
の
詳
細
を

伺
い
ま
す
。

答　
緊
急
事
態
宣
言
や
休
業
要
請
が
長
引
い
た
こ
と
が
農
業
、
建
設

業
、
製
造
業
な
ど
市
内
の
中
小
企
業
者
や
個
人
事
業
主
の
経
済
活
動

に
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
か
ら
、
業
種
を
拡
大
し
ま
し
た
。

　
広
報
え
び
な
や
商
工
会
議
所
の
会
員
向
け
号
外
な
ど
で
周
知
を
図

る
ほ
か
、
商
工
会
議
所
と
の
合
同
相
談
所
や
市
の
窓
口
で
、
国
、
県
、

市
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
の
説
明
を
し
、
き
め
細
か
く
対
応
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
延
期
を
す
る
路
側
カ
ラ
ー
舗
装

の
工
事
の
箇
所
に
は
、
小
学
校
の
通

学
路
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
工
事
を

延
期
す
る
こ
と
で
何
ら
か
の
影
響
が

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
市
の
考
え
を

伺
い
ま
す
。（
４
号
補
正
）

答　
カ
ラ
ー
舗
装
の
塗
り
直
し
や
他

の
路
面
標
示
の
補
修
に
よ
り
対
応
が

可
能
と
な
り
ま
す
の
で
、
安
全
対
策

が
図
れ
る
よ
う
工
夫
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
国
へ
の
意
見
書
２
件
を
可
決

　
市
議
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
支
援
策
を

国
に
求
め
る
意
見
書
２
件
を
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
し
ま
し
た
。

　
第
２
回
臨
時
会
に
議
員
提
案
さ
れ
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
拡
大
阻
止
と
財
政
支
援
策
の
実
施
を
求
め
る
意
見
書
」
は
、

▽
地
方
自
治
体
へ
の
的
確
、
迅
速
な
情
報
の
提
供
と
と
も
に
、
感
染

者
拡
大
防
止
に
向
け
て
、
特
に
医
療
機
関
や
福
祉
事
業
所
な
ど
を
中

心
に
マ
ス
ク
や
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
物
資
を
安
定
的
か
つ
継
続

提
供
す
る
こ
と
▽
固
定
資
産
税
の
減
免
と
い
っ
た
税
制
措
置
、
社
会

保
険
料
の
減
免
、
猶
予
等
を
含
む
地
方
自
治
体
へ
の
一
切
の
影
響
額

は
、
当
該
地
方
自
治
体
が
交
付
税
交
付
団
体
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、

全
額
を
国
費
で
補
塡
す
る
こ
と
▽
公
共
施
設
の
休
館
に
対
す
る
補
償

及
び
休
館
に
伴
う
損
失
に
対
す
る
補
塡
に
対
し
財
政
支
援
を
す
る
こ

と
▽
中
小
企
業
、
小
規
模
事
業
者
等
の
経
済
的
損
失
へ
の
対
応
と
、

雇
用
を
守
る
た
め
の
支
援
策
と
し
て
①
資
金
繰
り
支
援
や
雇
用
維
持

策
と
な
る
無
利
子
、
無
担
保
、
無
期
限
の
特
別
貸
付
制
度
の
早
急
な

実
施
と
手
続
き
の
簡
略
化
及
び
雇
用
調
整
助
成
金
の
特
例
措
置
の
拡

充
②
イ
ベ
ン
ト
自
粛
に
伴
う
観
光
業
や
飲
食
業
と
い
っ
た
集
客
減
少
、

営
業
短
縮
及
び
休
業
等
の
影
響
を
受
け
る
事
業
者
の
廃
業
、
倒
産
防

止
及
び
従
業
員
や
就
職
内
定
者
の
生
活
、
保
障
な
ど
に
対
す
る
積
極

支
援
③
第
二
次
産
業
、
第
三
次
産
業
の
従
業
員
な
ど
か
ら
感
染
者
が

出
た
場
合
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
④
大
打
撃
を
受
け
た
地
域
経
済

に
対
す
る
事
態
収
束
後
の
需
要
喚
起
の
た
め
の
大
規
模
な
財
政
政
策

の
実
施
―
を
国
に
求
め
る
も
の
で
す
。

　
第
２
回
定
例
会
に
議
員
提
案
さ
れ
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
伴
う
影
響
の
緩
和
支
援
策
を
求
め
る
意
見
書
」
は
、
▽
感
染

症
対
応
は
財
政
力
に
関
わ
ら
ず
平
等
に
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
の
限
度
額
算
定
に
つ
い
て
は
財
政
力
指
数
の
影

響
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
▽
影
響
の
大
き
い
中
小
企
業
・
小
規

模
企
業
者
や
個
人
事
業
主
へ
の
家
賃
補
助
を
早
期
に
実
施
す
る
こ
と

▽
事
業
者
へ
の
各
種
給
付
金
等
支
援
が
簡
単
に
短
期
間
で
手
続
き
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
▽
中
小
企
業
者
や
個
人
事
業
主
が
事
業
を

継
続
で
き
る
よ
う
に
、
さ
ら
な
る
支
援
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、

事
業
が
安
定
す
る
ま
で
支
援
を
継
続
す
る
こ
と
。
▽
受
験
（
検
）
を

控
え
る
子
ど
も
た
ち
が
将
来
に
不
安
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

早
期
に
受
験
（
検
）
に
向
け
た
学
習
等
の
相
談
体
制
の
構
築
等
の
支

援
を
図
る
こ
と
▽
困
窮
学
生
の
学
び
の
継
続
の
た
め
に
学
生
支
援
緊

急
給
付
金
等
の
経
済
支
援
を
早
期
に
実
施
す
る
こ
と
。
▽
Ｄ
Ｖ
・
児

童
虐
待
防
止
の
た
め
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
相
談
体
制
拡
充
等
の
支
援

を
早
期
に
実
施
す
る
こ
と
▽
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
財
政
的
支
援
策
を

早
期
に
拡
充
・
実
施
す
る
こ
と
▽
高
齢
者
の
外
出
自
粛
等
に
伴
う
認

知
症
の
進
行
や
介
護
の
重
度
化
に
対
し
て
支
援
す
る
こ
と
▽
利
用
控

え
等
に
よ
り
財
政
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
高
齢
者
介
護
福
祉
施
設
に

対
し
て
、
事
業
継
続
の
た
め
の
支
援
を
早
期
に
実
施
す
る
こ
と
▽
障

が
い
者
施
設
へ
の
財
政
的
支
援
策

を
早
期
に
拡
充
・
実
施
す
る
こ
と

▽
介
護
等
福
祉
施
設
で
働
く
介
護

士
、
看
護
師
等
へ
の
財
政
的
・
精

神
的
な
支
援
を
早
期
に
充
実
・
拡

大
す
る
こ
と
▽
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生

抑
制
の
た
め
に
介
護
等
福
祉
施
設

や
病
院
、
学
校
、
保
育
園
、
幼
稚

園
、
学
童
保
育
事
業
所
に
お
い
て

感
染
が
疑
わ
れ
る
関
係
者
の
検
査

を
優
先
的
・
予
防
的
に
実
施
す
る

こ
と
―
を
国
に
求
め
る
も
の
で
す
。

第
２
回
定
例
会
の
一
般
質
問
に
つ
い
て

　
市
議
会
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
、
市
職
員

が
万
全
の
体
制
で
取
り
組
ん
で
も
ら
う
た
め
、
当
初
予
定
し
た
２
日

間
の
一
般
質
問
の
日
程
を
１
日
間
と
し
、
発
言
時
間
は
、
１
人
20
分

（
答
弁
含
む
）
に
会
派
の
人
数
を
乗
じ
た
時
間
を
会
派
の
持
ち
時
間

と
す
る
こ
と
な
ど
を
取
り
決
め
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
回
の
一
般
質
問
で
は
会
派
内
で
協
議
し
、
内
容
を
取
り

ま
と
め
た
上
で
、
一
般
質
問
に
臨
ん
だ
会
派
も
あ
り
、
16
名
の
議
員

が
一
般
質
問
を
実
施
し
ま
し
た
。
一
般
質
問
の
概
要
は
４
面
か
ら
で

す
。（
発
言
時
間
が
20
分
の
場
合
は
１
段
組
、
40
分
の
場
合
は
２
段

組
、
60
分
の
場
合
は
３
段
組
の
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。）


